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令和３年度定時総会の開催
　令和３年６月10日（木）午後１時30分から、サン
プリエール（長崎市元船町2-4）において、定時総会
が開催された。
　本総会は、昨今の新型コロナウイルス感染症拡大防
止に鑑み、役員のみの会場出席とするほかは、書面に
よる議決権行使を中心とした決議となった。
　定時総会は、定款第20条に定める定足数を満たし、
有効に成立した。
　開催に先立ち、長年にわたり協会活動に尽力された
物故者に対して、全員で黙とうを捧げた。
　事務局による開会宣言、江口会長による挨拶に続い
て、議長選出（定款18条により、江口会長が議長と
なる）、議事録署名人の選出（会長が西彼地区　小嶋
俊樹氏、諫早地区　村川一人氏を指名し、了承）を経
て、以下の議事につき、審議がなされた。

議　　事
◇報告事項
　令和２年度事業報告について、事務局より説明がな
された。
◇承認事項
第１号議案　令和２年度決算（案）について、事務局

より説明がなされた。なお、５月11日、食品環境
検査センターにおいて、監事３名が令和２年度の重
要な決裁書類等を閲覧し、当該事業年度に係る事業
報告及びその附属明細書等について調査を行った結
果に基づき、監査報告書が取りまとめられた。監事
による監査報告の後、第１号議案については全会一

致で可決承認された。
◇報告事項
　令和３年度事業計画及び令和３年度収支予算につい
て、事務局より説明がなされた。
◇承認事項
第２号議案　令和３年度役員報酬の上限額（案）につ

いて、事務局より説明がなされた後、全会一致で可
決承認された。
◇報告事項
　令和３年度資金調達及び設備投資について、事務局
より説明がなされた。
◇承認事項
第３号議案　定款の一部改正（案）について、代表理

事（会長）に事故あるとき、または欠けたときにお
ける事業停滞等のリスク防止の観点から、円滑かつ
確実な法人運営とするために代表理事を２名体制と
する旨の説明が事務局よりなされた後、全会一致で
可決承認された。
第４号議案　任期満了に伴う役員の改選（案）につい

て、候補者の所属及び氏名が１名ずつ読み上げられ、
全員が可決承認された。
　なお、今回は、理事及び監事の全員改選となった。

　以上のとおり、慎重審議の結果、提出された議案の
すべてが可決承認されたため、眞弓副会長による閉会
宣言により、定時総会は閉会となった。
 定時総会閉会後、同会場にて臨時理事会が開催され
た。執行理事の選出に続き、会長、副会長及び代表理
事２名の選出が行われた。以上の結果、執行部の新体
制は以下のとおりとなった。

会　　長　　江口 　　栄　（対馬地区）
（代表理事）
副 会 長　　木下 　喜行　（長崎地区）

（代表理事）
副 会 長　　眞弓 　忠治　（佐世保地区）
副 会 長　　澤ノ井 敏行　（大村東彼地区）
執行理事　　小嶋 　俊樹　（西彼地区）
執行理事　　村川 　一人　（諫早地区）
執行理事　　井上 　富治　（県南地区）
執行理事　　里美 　保規　（県北地区）
執行理事　　山下 　恭二　（下五島地区）
執行理事　　中山 　貞義　（上五島地区）
執行理事　　平山 　安信　（壱岐地区）
理　　事　　坂本 　卓也　（長崎地区）
理　　事　　岩永 　德二　（長崎地区）
理　　事　　渡部 　　孝　（長崎地区）

理　　事　　西　 征四郎　（長崎地区）
理　　事　　髙根 　　昭　（佐世保地区）
理　　事　　今村 　信行　（大村東彼地区）
理　　事　　眞﨑 　晋一　（諫早地区）
理　　事　　小嶋 　光明　（県南地区）
理　　事　　藤原 平治郎　（県南地区）
理　　事　　野村 　輝夫　（県北地区）
理　　事　　眞﨑 　敬明　（県生活衛生課長）
理　　事　　藤田 　利枝　（県保健所長会長）
理　　事　　本多 　雅幸　（県環境保健研究センター所長）
理　　事　　東郷 　和隆　（長崎市生活衛生課長）
理　　事　　小崎 　一弘　（検査センター理事検査部長）
理　　事　　長山 　澄彦　（検査センター理事品質管理部長）
監　　事　　堺　 　　宏　（長崎地区）
監　　事　　馬渡 　孝一　（県南地区）
外部監事　　手塚 堅太郎　（あじさい税理士法人・公認会計士）
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決算及び予算の概要
◇令和２年度決算の概要
１．公益目的事業 （単位：千円） ３．法人会計 （単位：千円）

経常収益合計 419,429 経常収益合計 4,222
経常費用合計 342,344 経常費用合計 15,312
当期経常増減額 77,085 当期経常増減額 ▲ 11,090
一般正味財産期首残高 768,678 一般正味財産期首残高 ▲ 81,586
一般正味財産期末残高 846,820 一般正味財産期末残高 ▲ 92,677

２．収益事業等 （単位：千円）
経常収益合計 132,771
経常費用合計 154,167
当期経常増減額 ▲ 21,396 ◇令和３年度収支予算の概要 （単位：千円）
一般正味財産期首残高 428,825 経常収益 460,161
一般正味財産期末残高 407,616 経常費用 459,976

令和３年度  受賞者名簿令和３年度  受賞者名簿

●長崎県食品衛生協会会長表彰（敬称略）●長崎県知事表彰（敬称略）
○食品衛生功労者　　10名

地区名 氏　名
対　　馬 白石 　　力
長　　崎 久松 　德伸
佐 世 保 松山 　勝好
下 五 島 平岡 　知子
西　　彼 諏訪 　美紀
壱　　岐 江口 　照美
県　　南 下村 　和彦
上 五 島 舛田 美由起
諫　　早 眞﨑 　晋一
県　　北 香田 　美貴
○食品衛生優秀施設　　18施設
管轄保健所 施　　設　　名 代表者名
西　　彼 スペイン菓子　サン・オノフレ 山口 　正見
県　　央 手打うどん　拓どん 川口 　拓彌
県　　央 ラムール 平山 　博敏
県　　央 食酒処　信之 今村 　信行
県　　南 旅亭　半水盧 金海 　基樹
県　　南 有限会社　仲よし 横山 　祐市
県　　北 有限会社　保栄水産 坂元 　高幸
五　　島 株式会社　しまおう 山本 　善英
五　　島 エレナＦＣ福江店 道津 　吉章
上 五 島 コミュニティ・カフェ・アン 富永 　惠子
壱　　岐 ビューホテル壱岐 吉田 　　繁
対　　馬 宿坊　対馬西山寺 田中 　節竜
長 崎 市 株式会社アルカン　イメックス長崎工場 檜垣 　周作
長 崎 市 株式会社　日野商店 日野 　裕一
長 崎 市 有限会社　音丸水産 岡部 　信矢
長 崎 市 ウオクニ株式会社　長崎フードセンター 野々村 充教
長 崎 市 つくもの里 原畑　 　潤
佐世保市 有限会社　国見商事 中村 　信一

○食品衛生功労者　　22名
地区名 氏　名

長　　崎 三谷 　勝大
長　　崎 鍋倉 　誠悟
佐 世 保 伊藤 　正浩
佐 世 保 吉川 　重光
佐 世 保 西村 須磨子
西　　彼 今村 　正義
大村東彼 辻　 　勝也
大村東彼 諸岡 　雅子
大村東彼 中野 　仁介
諫　　早 後田 　　真
諫　　早 中村 　健一
諫　　早 西村 　浩明

地区名 氏　名
県　　南 貝田 　純子
県　　南 小川 　　晃
県　　南 荒木 　喜弘
県　　南 水田 　長一
県　　北 中村 　憲吾
県　　北 福井 　　規
下 五 島 杉　 　秀宣
上 五 島 市川 　敬太
壱　　岐 下条 　守浩
対　　馬 早田 　保博

○優良施設　　14施設
地区名 施設名 代表者名

長　　崎 田中旭榮堂　有限会社田中旭榮堂 田中 耕太郎
長　　崎 パティスリーカフェ　セルジィ 本村 　保昭
長　　崎 稲佐山温泉　ホテルアマンディ

株式会社　キナン 角口 　孝幸

長　　崎 ワークショップあさひＡ（ベーカリー）
社会福祉法人ゆうわ会 竹内 　　一

西　　彼 ブーランジェリーコナ 浦馬場 康洋
大村東彼 FLAFF（フラッフ）

株式会社ONLY ONE 田中 　範子
諫　　早 株式会社かねは食品 吉永 　徳法
県　　南 有限会社　長崎雲仙ハム 鵜殿 　淳一
県　　南 入潮 林田 　裕子
県　　北 レストラン　のなか 野中 　正儀
下 五 島 株式会社　中本製麺　福江工場

株式会社　中本製麺 中本 　　茂
上 五 島 洋菓子のTOKI 土岐 　真一
壱　　岐 食堂　よしもと 吉本 八重子
対　　馬 鮮魚店岡野水産 岡野 　勝幸
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地区だより 今後の予定

地区名 食品自主検査 業者等検便
食品衛生責任者講習会

新規養成講習 実務講習

長 崎
9/2, 9/16, 10/6, 10/19,
11/4, 11/17, 12/8, 12/16, 
1/6, 1/24, 2/3,2/15, 3/3, 
3/16

9/2, 9/16, 10/6, 10/19,
11/4, 11/17, 12/8, 12/16, 
1/6, 1/24, 2/3, 2/15, 3/3, 
3/16

（許可営業者）
9/14, 12/2, 3/2

（営業届出者等）
10/20, 11/24

10/12, 11/9

佐 世 保
9/8, 9/28, 10/13, 10/26, 
11/10, 11/30, 12/8, 1/19, 
1/26, 2/9, 2/22, 3/9

10/4, 10/5, 10/18, 10/19, 
2/9 9/30, 11/2

11/4, 11/5, 11/8, 
11/9, 11/15, 
11/16, 11/17, 
10月中旬予定

（江迎・宇久）

西 彼

9/7, 9/16, 10/5, 10/21,
11/1, 11/18, 12/7, 12/16
＜西彼支所＞9/6, 10/12, 
11/8, 12/6, 12/14
大島町9/28
西彼町10/26・西海町11/30

時津町 11/16・17
長与町 11/24・25
＜西彼支所＞
西彼町 11/4　西海町 11/5
大島・崎戸町 11/9
大瀬戸町 11/12

西彼保健所 11/10 時津町 10/19
長与町 10/27

大村東彼
9/15、9/21(波佐見)
10/5、10/20(東彼杵)
11/2、11/17(川棚)
12/7、12/15(波佐見)

9月中追加検便

10月　無店舗魚介類販売業者
　　　 届出・検便受付

10/27
大村市郡地区公民館

（定員制限あり）

10/11、10/19
大村市郡地区公民館

（定員制限あり）

諫 早
順次開催

（対象者にはハガキで通知
します。）

11月実施予定 11/8 11/1

県 南

（島原）9/8, 9/14, 9/29, 10/6, 
10/19, 10/27, 11/4, 11/18, 
11/24, 12/8, 12/14, 1/18, 1/26, 
2/15, 2/21, 3/2, 3/15

（小浜）9/7, 9/27, 10/5, 10/25, 
11/11, 11/29, 12/7, 12/13, 1/11, 
1/31, 2/8, 2/14, 3/1, 3/14

11/8, 11/15, 11/17, 
11/24, 1/31, 2/1 10月予定 10月予定

県 北 順次開催 夏期（７月～９月）
冬期（１月～３月） ３月（予定）

２月中
開催地区；
平戸市内・中野、中部、
南部、生月、大島

下 五 島 対象者にはハガキで
通知します ９月６日～９月10日

10月28日（木）
10：00～17：00
五島振興局４階

10月21日（木）
14：00～16：00
福江文化会館

上 五 島 10月～予定 10月～予定 １月～２月予定 9/29～30、10/14

壱 岐
9/1, 9/15, 10/6, 10/20, 
11/10, 11/24, 12/1, 
12/15, 1/12, 1/26, 2/2, 
2/16, 3/2, 3/16

11月実施予定 10/5 9/28, 9/29, 9/30, 
10/1

対 馬 9/29 ２月中旬予定 10/4 11月予定

※講習会につきましては、新型コロナウイルス感染症予防のため、日程変更の可能性及び募集人員等に限りが
ございます。詳しくは各地区協会までお尋ねください。



食協ながさき（4）第152号 令和３年９月１日発行

食品衛生月間
　食品衛生月間の一環として市内一円広報車による
パレードを実施した。小長井地区では自らタベルマ
ン（フルーツマン）になり歓迎した。

６月21日　大村地区指導員合同会議
ソーシャルディス
タンスを保ちつつ、
新しい営業許可・
届出申請の件、新
しい指導票の書き
方など勉強会の様
子

８月２日　大村東彼地区衛生月間広報活動
指導員と波佐見町
役場の方々
暑い中、マスクと
手袋をはめて食品
衛生のグッズを配
布しました

◦７月20日、21日に２会
場で指導員研修会＆委員
会を開催し、新しい指導
票の記入方法の説明や手
洗い教室についての話し
合いがなされた。

◦食品衛生月間は、車両パ
レード、巡回指導、食中
毒予防ポスターコンクー
ルを実施した。（コンクー
ルの優秀作品は、西彼食
協オリジナルポスターに
して、10月に会員へ配付予定）

◦９月～11月には管内７小学校で手洗い教室を開催し、
今回から機材の貸し出しを行い、学校主体の実施をサ
ポートする。

【食品衛生月間キャンペーンと夏季巡回指導】
　「家庭でできる食中毒予防」チラシとロゴ入り
ティッシュを市内数十店舗に配置し、消費者への食
中毒予防啓発キャンペーンを実施。食品衛生月間に
合わせて食品営業者への夏季巡回指導を実施。

【食品衛生月間の活動について】
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため街頭啓発
活動は見送り、代わって啓発グッズ12,000個を食
品衛生指導員の店舗等にて配布してもらい、食中毒
予防を呼び掛けた。また、市内15ヶ所にのぼりを
設置した。

地区だより

近況報告

長崎地区

西彼地区佐世保地区

諫早地区大村東彼地区

車両パレード時津町役場前

指導員研修会

食品衛生月間啓発グッズ 食品衛生月間のぼり

食品衛生月間キャンペーンの様子
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５月18日（火）HOTELシーサイド島原にて令和３
年度通常総会を開催。

６月７日（月）から
29日（火）まで、今
年度１回目の業者検
便受付を地区毎に実
施。

７月８日（木）、28
日（水）に食品衛生
責任者新規養成講習
会を実施。

◇第三者認証制度ウェブ説明会
　７月29日、指導員研修会にお
いて県庁担当者とウェブで繋ぎ標
記説明会を実施。参加者21名。
その後、五島保健所食品担当の森
主任技師より「食品衛生法の改正」
について説明を行った。
◇夏期一斉巡回指導を実施
　７月29日、一斉巡回指導を実施した。参加者は五島保健所３名、
指導員19名、事務局２名。開店中の84店舗のうち53店舗（63％）
がHACCPの取り組みをスタートしていた。
◇子ども手洗い教室を実施
　８月５日、平和のばら保育園において手洗い教室を実施した。
受講者33名。手洗い指導に食育
を盛り込み、「ぞうさんのお弁当
箱→替歌でのエア手洗い→手洗い
を実践しチェッカーで確認→大き
なかぶの人形劇」の手順で行った。
子どもたちは、手洗いは真剣に！
参加型の人形劇ではニッコニコ元
気いっぱいに参加した。

○第１回業者検便
　全業者を対象に実施（783件）前年比95％

○夏期巡回指導
　法改正の周知及びHACCPに基づく衛生管理の指
導

○食中毒予防月間
　各家庭へチラシ
の配布、各地区の
ぼ り を 立 て 街 頭
キャンペーン及び
パレードの実施

食品衛生責任者
　　　養成講習会開催！
　昨年度実施できなかっ
た責任者養成講習会を７
月13日、14日に開催。

食品衛生月間パレード
　県北保健所他行政の皆
さんの協力を得て、８月
２日～８月４日に月間パ
レードを実施。
　佐 ・々田平地区、松浦・
福島・鷹島地区、平戸・
生月地区を広報車で回りながら食品衛生・食中毒防
止を呼び掛けた。

第１回食品検査及び業者検便受付、送付
　５月18日（火）～６月15日（火）まで、６地区で受付、
送付した。
　当初の予定日程が、新型コロナウイルス感染症の
影響や天候不良等のため急遽変更になる等、慌ただ
しいこともあったが、受検率はまずまずだった。

食品衛生月間
対馬保健所車輌による広報活動
　８月５・６日島内全地区を、対馬保健所
広報車で「手洗い・温度管理・ゴキブリ・
ネズミ・ハエの駆除」を、住民の方へ呼び
掛けた。コロナ禍の中、街頭キャンペーン
は控え、３ケ所の店舗内に啓発グッズをま
とめ消費者の方が自由に持ち帰れるように
した。また、つしま広報誌、CATVで配信
を行った。
指導員研修会
　７月29日、豊玉町文化会館にて開催し
た。出席者22名。対馬保健所・川本係長、
坂本係長に講師をお願いし、食品衛生法の
改正による営業許可制度の見直し（営業許
可業種・施設基準）及び届出制度の創設に
ついてお話して頂いた。
　会長から、営業許可から、届出に移行す
る会員の対応について、これまでどおり会
員として残っていただくよう講習会でお願いする旨の話があった。

県北地区県南地区

上五島地区下五島地区

対馬地区壱岐地区

業者検便受付（小浜地区）

食品衛生責任者新規講習会

食品衛生責任者養成講習会

食品衛生月間パレード

平和のばら保育園手洗い教室
での子どもたちの様子

第三者認証制度のウェブ
説明会の様子

検査受付の前に体温チェック！

街頭キャンペーン
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　西彼保健所は西海市、西彼杵郡長与町及び時津町の１市２
町、人口およそ十万人を所管しています。西海市は西彼杵半
島の北部にあり、西海国立公園を含む３つの自然公園をはじ
め、美しく優れた自然景観を有した風光明媚な市です。また、
南蛮貿易やキリスト教関連の深い歴史を持っており、南蛮船
来航の地・横瀬浦や、ジュリアン出生の地・中浦地区などに
も注目が集まっています。
　長与町は、長崎市の中心部から約10kmの位置にあり、諫
早市や時津町、長崎市と接しています。長与町のシンボルと
も言える長与川（延長約8km）が町の中心部を南から北へ
流れ、波静かな大村湾に注いでいます。長与町の主要な産業
は農業で、200年余の歴史を誇るみかんの産地として有名で
す。最近は、みかんに加えビワ・なし・ブルーベリー・オリー
ブ・イチジクなど、緑豊かな長与町で育った農産物を使った
加工品が、特産品として人気を博しています。
　時津町は長崎市の北部と西彼杵半島の接点に位置します。
江戸時代、長崎と小倉を結ぶ「長崎街道」の海路街道として

「時津街道」がありましたが、長崎街道に比べ、西坂から彼
杵までの旅程を１日短縮することができたため、交通手段が
発達していなかった江戸時代には、時津街道が多く利用され
ていました。現在でも交通の要衝の地となっています。国道
206号線沿いに時津町のシンボル、「継石坊主（つぎいしぼ
うず）」が見えます。今にも落ちそうで落ちないこのふしぎ
な石には、「鯖を売る魚
屋が、きっと落ちるに違
いないから落ちるまで待
とうと、終日立ちつくし、
とうとう魚が腐ってし
まった」という逸話があ
り、「さばくさらかし岩」
ともよばれ、人々に親し
まれています。
　ところで、西彼保健所の所在地表記は管轄していない長崎
市滑石一丁目となっています。庁舎の敷地の中を長崎市と西
彼杵郡長与町の境界線が走っています。長崎市滑石と長与町
高田郷にそれぞれ属していることになります。庁舎は、小高
い丘の上に立つ鉄筋コンクリート造りの３階建てで、JR道

ノ尾駅前から北西方向
を仰ぎ見れば、色あせ
たクリーム色の古い保
健所庁舎が目に入りま
す。平成９年３月まで
は長崎保健所と呼ばれ
ていました。正面の古
い門柱には「長崎県保
健福祉総合庁舎」と達
筆で書かれた青銅製の
表札がはめ込まれています。その門柱の裏面には小さめの青
銅板に同じ筆で「長崎県知事　佐藤勝也　昭和43年３月」
とあります。西彼保健所を除く３つの本土県立保健所は順次
新築されたものの、西彼保健所だけは旧態依然としてたたず
んでいます。
　さて、当保健所管内の食品衛生の現状について少しお話を
させていただきますと、まず挙げられるのが、西彼食品衛生
協会の活動が非常に盛んであるということです。食品従事者
の手洗い指導に加え、幼い子供たちにも手洗いの重要性を学
ばせ、地域全体でノロウイルスやインフルエンザなどの感染
拡大を防止するために、小学校低学年を対象に手洗い教室を
開催されています。また、巡回指導も夏と冬に開催され、多
くの営業施設の現状を把握し指導されています。その他、食
品衛生責任者講習会の受講率をはじめ、検便や自主検査の実
施率も高く、このような活動状況が管内の食中毒発生率の低
さにも繋がっているものと思われます。
　当保健所としましても、
このような食品衛生協会の
ご尽力に対し、感謝申し上
げますとともに、協会並び
に会員の方との連携を図り、
西彼保健所管内の食品衛生
の向上のために業務にまい
進していく所存でございま
すので、今後ともご協力の
程よろしくお願いします。

保健所だより 西彼保健所衛生環境課食品薬務班

さばくさらかし岩（別名「継石坊主」）

左の門柱には長崎県西彼保健所と印刷され
た白いプラスチック版が貼られています。

保健所正面の庭
（この１年で食協職員の手により、
綺麗な花が並ぶようになりました。）



食協ながさき 第152号（7）令和３年９月１日発行

改正食品衛生法が完全施行されました（令和３年６月１日）
　食を取り巻く環境の変化や国際化等に対応して食品の安全を確保するため、
食品衛生法の改正が行われました。
○食中毒等のリスクや、食品産業の実態を踏まえ、営業許可業種の区分が見

直されました！
　例えば…

◦喫茶店営業は飲食店営業に、あん類製造業は菓子製造業に統合
◦乳類販売業、包装された食肉や魚介類のみの販売業、氷雪販売業、冷

凍・冷蔵倉庫業、缶詰又は瓶詰食品製造業・ソース類製造業の一部
⇒　許可業種から届出業種に移行（手続きは不要）
◦県の条例許可業種であった無店舗魚介類販売業
⇒　届出業種に移行（11月30日までに保健所への届出が必要）

○１つの許可で取り扱える食品の種類が広がりました！
　例えば…

◦パン屋さんでサンドイッチを製造：菓子製造業の許可のみでOK
◦豆腐屋さんでおからドーナツを製造：豆腐製造業の許可のみでOK

○その他
◦HACCPに沿った衛生管理が制度化されました。厚生労働省が公表して

いる手引書を参考に、衛生管理計画や記録の作成をお願いします。
◦営業者が食品等の自主回収を行う場合、国への報告が義務化されました。

届出された情報は一覧化してホームページ等で公表されます。
◦営業許可申請、営業届出、自主回収情報の報告はWEBでの手続が可能

です。
　　　https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp
　　　　　　　　　　　　　　　　食品衛生申請等システム　検索
　保健所では、それぞれの施設に応じた助言を適宜行っています。
　ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」について
　県では、飲食店における新型コロナウイルスの感染防止対策の徹底を図る
ため、「チームナガサキセーフティ」による認証制度を導入しています。
【申請から認証までの流れ】
①認証基準や申請書類、よくあるお問い合わせをチェック
　　https://www.nagasaki-safety.jp/business/food
　認証基準の例

◦テーブルや座席間の距離の確保、もしくはパーテーション等による遮蔽
◦二酸化炭素濃度測定器を設置し、室内の二酸化炭素濃度が1000ppmを

越えた場合、即座に窓を開放し換気を実施
②郵送もしくはWEBにて申請
③現地調査
④基準を満たしていない部分があれば、不足する設備等を導入
⑤認証
⑥補助金を希望する場合は、認証後に補助金の申請（上限10万円）
※詳しくはコールセンターへお問い合わせください。
　0570-550-388（受付時間　平日 9:00～18:00）
　「チームナガサキセーフティ」は長崎大学の協力のもと、官民一体のチー
ムで行う安心・安全のための取組みで、飲食店のほかに宿泊施設などの認証
も行っています。
　お客様だけでなく、従業員など関係する皆様の安心・安全のため、ぜひ認
証の取得をお願いします！

県からのお知らせ 長崎県生活衛生課

←WEB申請サイトに
　ジャンプします
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　　　　　　　　　就任のご挨拶
　　　　　　　　　　　長崎市食品衛生協会　会長
　　　　　　　　　　　　　　　　木　下　喜　行

　令和３年度長崎市食品衛生協会通常総会
に於きまして、故 橋本 邦芳氏の後任とし
て会長に就任いたしました木下 喜行でご
ざいます。

　甚だ微力ではございますが、保健所をはじめとする関係機関
の皆様のご指導・ご協力を得ながら会員の皆様方にとって少し
でもお役に立てるよう努めてまいる所存です。
　令和３年６月からは、食品衛生法の改正によりHACCPに関
する事業が完全施行となるなど食品事業者を取り巻く環境は、
大きな転換期を迎えております。このような状況の中、食品衛
生指導員にもご協力いただき、時代に即した食の安全・安心に
ついて巡回指導活動等を通じて食品衛生の普及啓発を推進して
いきたいと思っております。今後とも皆様方のご指導ご鞭撻を
賜りますようお願い申し上げます。

地区名 所在地 TEL 地区名 所在地 TEL

長　　崎 長崎市魚の町3-33
　長崎県建設総合会館別館3階 095-824-7228 県　　北 平戸市田平町里免1126-1

　県北保健所内 0950-57-3660

佐 世 保 佐世保市高砂町5-1
　佐世保市中央保健福祉センター5階 0956-25-1171 下 五 島 五島市福江町7-2

　五島保健所内 0959-72-7942

西　　彼 長崎市滑石1-9-5
　西彼保健所内 095-856-4908 上 五 島 新上五島町有川郷2254-17

　上五島保健所内 0959-42-2883

大村東彼 諫早市栄田町26-49
　県央保健所内 0957-26-4711 壱　　岐 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5

　壱岐保健所内 0920-47-3811

諫　　早 諫早市栄田町26-49
　県央保健所内 0957-26-4711 対　　馬 対馬市厳原町宮谷224

　対馬保健所内 0920-52-5983

県　　南 島原市新田町347-9
　県南保健所内 0957-63-2406 検査センター 西彼杵郡長与町高田郷3640-3 095-883-6830

　食品衛生法第３条では、食品等事業者自らの責任
において販売食品等の安全性を確保するため、販売
食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ず
るよう努めなければならない旨の規定があります。
　定期的な製品検査で食品の安全を担保し、消費者
の皆さまに安心・安全な食品を提供しましょう。お
問い合わせ・お申し込みは、各地区食品衛生協会ま
でどうぞ。

定期的な「食品の自主検査」で
食中毒を未然に防止しましょう！

定期的な「検便」で
食中毒を未然に防止しましょう！
　私たち食品営業従事者が行う検便の目的は、
自らが「健康保菌者」でないことを確認して、

「食中毒」の発生を未然に防ぐことにあります。
　市町村等が行う健康診断や人間ドックでは
食中毒菌の検査は行っていませんので、各地
区食品衛生協会にお申し込みください。

食品賠償共済
（あんしんフード君等）
　　　　　　　のご案内

お問い合わせは、
　　　各地区食品衛生協会までどうぞ

　　　　　　　　　就任のご挨拶
　　　　　　　　　　　県南食品衛生協会　会長
　　　　　　　　　　　　　　　井　上　富　治

　このたび、酒井会長の後を受け、県南食
品衛生協会長に就任いたしました井上富治
でございます。甚だ微力ではございますが、

前会長が今日まで築き上げられました実績を尊重し、会員皆様
方のご協力を得まして食品衛生の向上に努める所存でございま
す。
　食の安心・安全を第一に、また、新型コロナウイルス感染症
の感染防止対策やＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の徹底を推進し
てまいりますので、今後とも皆様方のご指導ご鞭撻を賜ります
よう心からお願い申し上げます。


